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<仮算定> ＊４月に通知（２回分）
（前年度年税額に対して1/8相当額）

<本算定> ＊８月に通知（６回分）
（前年度所得に応じた額）

<本算定> ＊７月に通知（８回分）
（前年度所得に応じた額）
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●平成30年度から国民健康保険税の普通徴収の仮算定を廃止します。
平成29年度までの普通徴収の１期（４月）と２期（６月）は、前年度の国民健康保険税を基に計算す

る仮算定を行っていたため、納税通知書は仮算定時（４月）と本算定時（８月）の２回送付しており、税
額決定までの過程が複雑になっていました。
そこで、平成30年度から仮算定を廃止し、本算定（７月）のみの方式に変更します。仮算定の廃止に

より、国民健康保険税の年額が変わるものではありません。（これまで、４月上旬に仮算定にともなう納
税通知書をお送りしていましたが、今後の送付はありません。）

●国民健康保険税の納期が変更になります。
上記の仮算定の廃止にともない、納期を下記のとおり変更します。納付回数は、これまで同様８回のま

まです。

国民健康保険の加入世帯が次のような理由で生活が困難になったとき、医療機関の窓口で支払う一部負担
金が減免または徴収猶予される制度があります。
◆対象となる理由
①震災、風水害、火災そのほかこれに類する災害により死亡したとき、心身障がい者となったとき、または
資産に重大な損害を受けたとき。

②干ばつ、冷害などによる農作物の不作などの理由により収入が著しく減少したとき。
③事業または業務の休廃止、失業により収入が著しく減少したとき。
※対象者本人からの申請があり、必要があると認められるとき、一部負担金の減免、徴収猶予を行います。
※条件により対象とならない場合があります。詳しくは問い合わせてください。

※特別徴収（年金からの天引き）の世帯の方については、これまでと変更ありません。４月上旬に通知のう
え、年金支給月（４月・６月・８月）に年金から天引きします。

◉ このたびの国保制度改正で ◉

広報たかはま　H30.4.112

国民健康保険　一部負担金の減免・徴収猶予

変わること

※過去12か月で高額療養費の対象月数が４回以上となった場合、自己負担額が引き下げられる制度

○国保資格の取得・喪失が県単位になります。
県内で住所異動した場合に、資格は継続します。
（ただし、転出入にあたって手続きが必要です。）
○高額療養費の多数該当（※）は県単位で通算されま
す。
これまで、市町村が変わると新たに算定していまし
たが、今後は県単位で通算されます。

変わらないこと

○今お手元にある被保険者証（保険証）など
現在お持ちの保険証などは有効期限まで使用できま
す。有効期限後は、順次、新しい様式のものをお渡
しします。
○医療費の自己負担の割合
○各種届け出や給付申請、保険料納付などの窓口

◆国民健康保険税の納期と通知

４月から国民健康保険制度が変わります

広報たかはま　H30.4.1 13

パブリックコメント（意見募集）結果

意見と市の回答（寄せられたすべての意見は市公式ホームページで紹介しています。）
◆第7期高浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（案）について意見はありませんでした。
◆高浜市第5期障がい福祉計画・第1期障がい児福祉計画（案）

第７期高浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（案）
高浜市第５期障がい福祉計画・第1期障がい児福祉計画（案）

に対するみなさんの意見と市の対応についてお知らせします

高浜市国民健康保険「データヘルス」計画の紹介　シリーズ32

「イエローカードのうちに防ごう重症病」事業
対象者の37.5％に翌年健診データの改善がありました！
効果のあった生活習慣改善ポイントは｢ちょっと運動｣｢間食･欠食の見直し｣
この春から始めてみませんか？≪生活習慣の見直し≫
事業対象　平成28年度「特定健康診査」受診結果が国の定める「受診勧奨判定値」を越えている方のう

ちその後に医療受診されていない方（16人）
事業内容　「事業実施のご案内」「年末・お正月の体重コントロール提案」「春不調対策情報」などは

がきを送ると同時に電話による相談を実施しました。
事業成果

※改善のあった健診データは、「体重・ＢＭＩ・腹囲の基準値減少」「血液検査項目の正
常化」「血圧値の正常化」「総合判定の改善」などのほか、改善された生活習慣項目は「運動を開始」「夕食後の間食
の取りやめ」「朝食を抜かない」などでした。
※事業成果の集計は、平成29年12月末日現在のデータです。

データヘルスで家族みんなの「健やかさ」を応援します

問合せ先　いきいき 介護保険・障がいグループ　☎52－9871

問合せ先　□市市民窓口グループ　☎52－1111（内線261）

【意見とその概要】

【実施結果の概要】
対応結果提出案件

①修正意見募集期間
1月15日～29日 ②原案どおり

提出人数
③意見として承り

２件 ２件１人 ０件 ０件

意見に対する行政の考え方

よい計画であっても、市民の
理解がないと順調に進みません。
障がいのことや障がい者の現状
を知ってもらう機会をたくさん
作って欲しい。

意見の対象箇所 意見【概要】

市民のみなさんの理解を深めるた
め、広報やホームページの活用、講
演会や勉強会の開催、「ボッチャ」
の普及活動などに取り組んでいきま
す。

Ⅲ　基本指針に定める目標
について

１　成果目標
（３）
障がい者の重度化・高齢
化や「親亡き後」を見据
えた地域生活支援拠点な
どの整備

（４）
福祉施設から一般就労へ
の移行など

③意見とし
て承りま
す

③意見とし
て承りま
す

対応結果

市内に障がい者が働ける場所
が少ない。特例子会社の誘致も
検討して欲しい。

・特例子会社を誘致することは、働
く場所を確保するためのひとつの
施策です。
・市内のサービス事業所や企業など
と連携し、働く場所の確保に向け
て検討していきます。

H29年度健診受診者
この内健診結果（データ）に改善があった方

成果指標

医療機関受診者

7人（健診受診率43.8％）
人数（率）

6人（医療機関受診率37.5％）
6人（改善率37.5％）


